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輸入畜産物の消毒実施要領について

平成３年12月27日　３動検甲第1686号

　輸入畜産物の消毒は、原則として、家畜伝染病予防法（以下「法」という。）第23条第３項の規

定により家畜防疫官自ら実施してきたところであるが、「附属機関等総合実態調査―検査検定機関（Ⅲ）

動植物検疫関係―結果（勧告）について」（平成３年６月21日付け３動検甲第773号）により通知

したとおり、輸入貨物の消毒業務は、消毒実施要綱等を定めることなどにより、法第23条第１項の

規定により所有者が実施することを推進する必要がある旨勧告を受けたところである。

　このため、別添のとおり「輸入畜産物の消毒実施要領」を定め、当該勧告に即した消毒を行うこと

としたので、了知の上、遺憾のないよう実施するとともに関係者に周知されたい。

　なお、本要領の適用は、平成４年４月１日からとするので申し添える。
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別　添

輸入畜産物の消毒実施要領
１　目的

　　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号。以下「法」という。）第23条第１項に基づき輸入

者が行う輸入畜産物の消毒を安全、かつ、的確に行うため、この要領を定める。

２　消毒の指示

　　家畜防疫官は、法第40条、第41条及び第42条の輸入検査の結果、当該畜産物を消毒すること

が必要と認めたときは、当該物の性状及び用途に応じて、消毒方法を別記様式により輸入者又は管

理者（以下「輸入者」という。）に対し、指示するものとする。

３　消毒方法

　　前記２による消毒の指示において行う消毒方法は、別表の消毒の基準によるものとする。

４　消毒を行う場所

　　消毒を行う場所は、動物検疫所、法第40条第３項の規定に基づく検査の場所（消毒を行うこと

ができるものとして指定された場所に限る。）及び指定港内の船舶であって、家畜防疫官が指示し

た場所とする。

５　消毒実施者

　　消毒の実施者（前記２の消毒の指示を受けた輸入者又は当該輸入者から消毒の委託を受けた者。

以下「消毒実施者」という。）は、「輸入畜産物消毒講習要領」（平成３年12月27日付け３動検甲

第1687号）に基づく輸入畜産物消毒講習を受講した者とする。

６　危険防止

　　消毒実施者は、前記２の消毒の指示に係る消毒を実施するときは、「輸入畜産物消毒における危

害防止対策要領」（平成３年12月27日付け３動検甲第1688号）に基づき、危害防止に努めるも

のとする。

７　消毒の立会い

　　家畜防疫官は、輸入畜産物の的確な消毒効果を期すため、消毒実施者が消毒を実施する際これに

立会い、消毒に必要な指導、助言を行い、消毒効果を確認するものとする。
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別記様式

消　毒　指　示　書

　　　　　　　　　　　　家畜伝染病予防法第23条第１項の規定に基づき

　　　　　　　　　　　下記のとおり消毒を指示する。

　　　　　　　　　　　消毒目的　□外装　　　　□現物

　　　　　　　　　　　消毒薬剤　□ホルムアルデヒド

　　　　　　　　　　　　　　　　□次亜塩素酸ソーダ

　　　　　　　　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　消毒方法　□くん蒸　□散布　□浸漬　□ＳＫ

　　　　　　　　　　　消毒場所　外装　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　現物　　　　　　　　　　　　　　　

消毒実施日　　　外装　平成　　年　　月　　日

消毒実施予定日　現物　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　注　意

　　　　　　　　　１　別記様式を輸入検査申請書にスタンプして使用する。

　　　　　　　　　２　指示事項を記入の上、署名後複写し、原本を輸入者に

　　　　　　　　　　交付するものとする。
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表　消毒の基準

注１　家畜防疫官は、輸入畜産物の消毒方法について、薬物の取り扱い及び残渣処理を安全に実施

でき、かつ、上表に掲げる方法より消毒効果が大きいと認める場合には、上表の方法に替えてそ

の他の方法を指示することができるものとする。

注２　薬物消毒は、通常、20℃内外の環境において行うべきものであるが、その環境がこれに満た

ない場合でも薬物の使用濃度の２倍を超えない範囲内においてその濃度を、又は薬物の変質を

生じない程度においてその温度をそれぞれ適当に加減することにより行うことも差し支えない。

目
的
方
法 薬　　物 薬　　　　量 時間 摘　　　　　要

くん蒸容積１ｍ3につき
　局方ホルマリン：固形サラシ粉：水
　　　　15ｇ　　　　　7.5ｇ　 15ｇ

２％硫化ソーダ水溶液を対象物全面に
十分散布できる量

有効塩素80ppm以上を含む次亜塩素酸
ナトリウム水溶液を対象物全面に十分
散布できる量

くん蒸容積１ｍ3につき
　局方ホルマリン　520ｇ　　　775ｇ
　　　　：
　　　　水　　　 1,030ｇ　 　775ｇ
　温度　　　　　41～45℃　　70℃
　真空度　　　　　720㎜　　　710㎜
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ホ ル ム
アルデヒド

硫化ソーダ

次亜塩素酸
ナトリウム

Ｓ
Ｋ
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ん
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ホ ル ム
アルデヒド

７時間
以 上

120 分
以 上

30　分
以 上

保温：18℃以上

くん蒸後局方ホルマリン量の半量の強アンモニア水
を注入し、30分後排気する。

くん蒸庫内温度：50℃

　庫内酸化エチレンガス濃度0.5％及び庫内温度50
℃を維持することが困難な場合は、消毒開始後１
時間毎にくん蒸庫内の酸化エチレンガス濃度と温度
を測定し、実測したガス濃度及び温度から次式によ
り当該１時間当たりの消毒効果係数を算出し、そ
の合計が24に達するまでくん蒸する。

　　　　　　　　　　　　　　2.613（消毒係数）
１時間当たりの消毒効果係数＝　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　濃度×2.74T×24

（Ｔ：50℃から実測温度を差し引いて10で除した数
値）

24時間くん蒸庫内の酸化エチレンガス濃度が
0.5％となる量
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次亜塩素酸
ナトリウム

有効塩素80ppm以上を含む次亜塩素酸
ナトリウム水溶液

２時間
以 上 液温：18℃以上

液温：18℃以上
浸漬後0.8％以上の重炭酸ソーダ溶液に30分以上
浸漬する。
　
液温：20～ 22℃

30　分
以 上
　
２日間
以 上

塩酸２％、食塩10％及び水88％を含む
塩酸食塩水塩酸・食塩

浸
　
　
　
漬




